
 
 

 

 

 

 

 

 

主な相談内容（トップ 5） 相 談 事 例 相談件数 

①  
運輸・通信サービス 

電話、インターネット情

報サービスに関するトラ

ブルなど 

電話料金が安くなると勧誘を受け契約した。

しかし、インターネット利用料と電話料金が勧

誘時の説明と違っていた。自宅の通信料が安く

なると思い契約したのに納得がいかない。 

３４６ 

②  
商品一般 

ハガキによる架空請求に

関するトラブルなど 

妻宛に、【総合消費料金未納分訴訟最終通知

書】というハガキが届いた。類似のハガキが３

回も続いているが、無視し続けて良いものか。 
３１５ 

③  
土地・建物・設備 

宅地等の土地、住宅等の

建物、材料・設備に関す

るトラブルなど 

土地活用を勧める業者の、執拗な勧誘行為に

困っている。当方は、契約する意思が全くない

ので、訪問したり電話をかけて来ないよう再三

伝えているが、対処法を教えてほしい。 

３０７ 

④  
他の役務 

冠婚葬祭、結婚式場の予

約等に関するトラブルな

ど 

２か所の結婚式場を見る予定だった。最初の

式場で「今契約すれば大幅に値引きします。」と

引き止められ２０万円の内金を支払ったが、解

約しても内金は返金できないと説明された。 

１４６ 

⑤  
食料品 

健康食品、ダイエット食

品の効果等に関するトラ

ブルなど 

スマホの広告を見て「初回限定特別価格

1,000 円」と書いてあったサプリメントを注文

した。自分は、定期購入だと思わなかったの

で、定期購入の解約と商品を返品したいがどの

ようにしたらよいか。 

１４４ 
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【相談事例】                                       

注文していないのに中国から国際郵便で不織布のマスクが３０枚ほど送ら

れてきた。家族にも全く心当たりがない。請求書などは入っていない。 

今後、どのように対処したらよいだろうか。 

【アドバイス】                        

注文していないのにマスクが届いたという相談が消費者センターに多く寄

せられています。 

購入の申し込みをしていないのに商品が送られてきても売買契約は成立し

ていないので、お金を払う必要はありません。事業者に連絡する必要もあり

ません。 

商品が届いた日から事業者による引き取りがないまま１４日間を経過した

ときは、商品を自由に処分してかまいません。１４日間経過後に、事業者か

ら請求されても商品の引き取りに応じる必要もありません。 

注文していない商品が届いた場合、慌てて、事業者に連絡したりせず、そ

のまま使わずに保管し１４日間経ってから処分しましょう。 

注文していないマスクの送り付けに注意 

－ お金を払ってはいけません！ － 


